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平	 成	 ２３	 年	 度	 

社	 会	 教	 育	 主	 事	 講	 習	 

実	 施	 要	 項	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

期間	 平成２３年５月２９日～平成２４年２月１２日	 

	 

主催	 お茶の水女子大学	 
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平成２３年度社会教育主事講習	 実施要項	 

	 

１．趣	 旨	 

社会教育法第９条の５の規定及び社会教育主事講習等規程に基づき、文部科

学省より委嘱を受け、社会教育主事となりうる資格を付与することを目的とし

た講習を実施する。	 

月曜日夜間や土日を主とする、通年でのプログラムを用意し、実務や仕事の

サイクルに合わせた年間履修の機会を提供すると同時に、こんにちの社会教育

の現場に求められる、より実践的なカリキュラムを開発し提供する。	 

	 

２．主	 催	 

お茶の水女子大学	 

	 

３．対	 象	 

社会教育主事講習等規程第２条の各号に該当する方	 

① 大学に２年以上在学し、62 単位以上を修得した者（第２条１号）	 
② 短期大学または高等専門学校を卒業した者（第２条１号）	 
③ 教育職員の普通免許状を有する者（第２条２項）	 
④ ２年以上社会教育に関する職（社会教育主事補、司書、学芸員など）や社会教
育関係団体の業務に従事していた者（第２条３項）	 

⑤ ４年以上教育に関する職にあった者（第２条４号）	 
⑥ 社会教育に関する専門的事項について教養と経験があると都道府県の教育委員会
が認定したもの（第２条５号）	 

	 

お茶の水女子大学では特に、以下のような学習支援の経験者	 

ア.自治体教育委員会・首長部局の正規・非正規職員	 

イ.教員	 

ウ.学習支援に関わる指定管理者・ＮＰＯのグループ・市民団体等のメンバー	 

（学校支援・子育て支援・日本語学習・男女共同参画・青少年の居場所づくり・	 

高齢者福祉など、地域で行政との協働のパートナーとして事業に取り組んでい	 

る指定管理者、ＮＰＯや市民団体のメンバーの方々）	 

	 

４．定	 員	 ４０名	 

	 

５．期	 間	 平成２３年５月２９日～平成２４年２月１２日（通年）	 

	 

６．会場	 

	 

	 主会場	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 お茶の水女子大学	 本館３Ｆ	 生活科学部３０６教室	 
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７．講習を行う科目名、単位数、内容・テーマ、配当時間数及、講師及び日程	 

６頁から 11 頁を参照ください。	 

	 

８．受講申し込み手続	 

申込書類一式（様式１～様式６）はいずれも、お茶の水女子大学のホームページ

（http://www.ocha.ac.jp/topics/h230428.html）よりダウンロードできます。	 

	 

(1)	 	 申込方法および申込先	 	 

公務員の受講希望者は、「９．(2)提出書類」のうち必要な書類を５月１６日（月）

必着で、勤務先のある都道府県教育委員会（生涯学習関係部局）にご提出ください。	 

公務員以外の方は住居のある都道府県の教育委員会にご提出してください（なお、

独立行政法人国立青少年教育振興機構に勤務する方で都道府県教育委員会との人事

交流で採用されている職員は派遣元の都道府県教育委員会にご提出ください）。	 

	 

(2)	 	 提出書類（下記ア．およびイ．の提出は必須です）	 

ア．「社会教育主事講習受講申込書」・・・「様式１」	 

	 	 イ．「受講資格」を証明する書類（上記ア．の「受講資格」欄を証明する書類）	 

	 	 	 	 社会教育主事講習等規程（昭和２６年文部省令第１２号、以下、「省令」。）	 

	 

第２条各号において、提出が必要な書類は下記のとおりとします。	 

	 	 	 【第１号該当者】（大学に２年以上在学して６２単位以上を修得した者等）	 

	 	 	 	 	 ａ）最終学歴の「卒業証明書」	 

	 	 	 	 ｂ）大学在学中の方は、「在学証明書」及び「本講習の受講が学業・卒業	 

に支障のない旨を記した大学からの書面」（様式自由）	 

	 	 	 【第２号該当者】（教育職員の普通免許状を有する者）	 

	 	 	 	 	 教育職員の普通免許状の写、又は、教育職員免許状条授与証明書	 

	 	 	 【第３、４、５号該当者】	 

	 	 	 ・２年以上社会教育主事補の職にあつた者	 

・２年以上官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体における職で、司	 

書、学芸員その他の社会教育主事補の職と同等以上の職として文部科学大臣の	 

指定するものにあった者	 

	 	 	 	 ・２年以上官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体が実施する社会教	 

育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又

は技能の習得に資するものとして文部科学大臣が指定するものに従事した者	 

	 	 	 	 ・４年以上教育職員の職にあった者	 

・第１～第４号に相当するものとして文部科学大臣の認める者	 

	 

	 	 	 	 第３、４、５号該当者は所属長が証明する「勤務証明書」・・・「様式２」	 

	 	 	 	 社会教育団体等に所属する場合は「経歴証明書」・・・「様式３」	 
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	 	 ウ．「単位修得認定申請書」・・・「様式４」	 

	 	 	 	 単位修得の認定を希望する方のみ、詳細は、下記「10．科目代替について」	 

を参照してください。	 

	 	 エ．「単位修得証明書」・・・「様式５」	 

	 	 	 	 	 講習の分割受講を希望する方のみ、詳細は、下記「11．分割受講について」	 

を参照してください。	 

	 	 オ．「受講の動機・希望について」・・・「様式６」	 

	 	 	 	 	 本講習の受講を希望した理由を 400 字以内で記入の上、提出してください。	 

	 

	 	 〈留意事項〉	 

	 	 	 	 上記提出書類のうち、様式２、３．及び４．について、写しを提出する場合	 

は、所属機関又は推薦機関の「原本証明」が必要です。	 

	 

(3)	 	 提出期日	 

受講希望者は、５月１６日（月）必着にて、勤務先もしくは住居のある都道

府県の教育委員会（生涯学習関係部局）に提出してください。	 

	 

	 例・東京都教育庁	 地域教育支援部	 生涯学習課	 

・千葉県教育委員会	 教育振興部	 生涯学習課	 

・埼玉県教育局	 市町村支援部	 生涯学習文化財課	 

・神奈川県教育局	 生涯学習部	 生涯学習課	 

	 

都道府県教育委員会は、前項の受講希望者の書類を、平成２３年５月２０日（金）

〔必着〕にて、お茶の水女子大学社会教育主事講習・地域連携プロジェクト室にご

送付くださいますようお願いいたします。	 

	 

９．科目代替について	 

(1)	 省令第７条第２項及び第３項の規定により、大学における科目の既修得単位、及	 

び、文部科学大臣が定める学修をもって、本講習において受講者が修得すべき科

目の単位に替えることができます。	 

	 	 ただし、４科目すべての代替は認めません。また社会教育計画、社会教育演習は

必ず受講ください。	 

	 

	 	 (2)	 下記①または②の条件を満たす場合は「生涯学習概論〔２単位〕」及	 び「社会	 

	 	 	 教育特講〔３単位〕」（下記イ．のとおり）の単位修得の認定を行います。	 

	 	 ア．「社会教育特講〔３単位〕に代替	 

	 	 	 ①	 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター又は国立教育会館社会教育	 

研修所における「博物館職員講習」「図書館司書専門講座」等の講座の修了	 

	 	 	 ②	 文部科学省認定社会通信教育の「生涯学習ボランティアコース」の修了	 

	 



4 
 

	 	 イ．「生涯学習概論〔２単位〕」及び「社会教育特講〔３単位〕」に代替	 

	 	 	 	 ③	 放送大学における社会教育主事講習の科目に相当する科目の単位修得	 

	 

	 (3)	 科目代替を希望する場合は、「単位修得認定申請書」（様式３）に必要事項を記入	 

の上、当該科目に相当する科目の「単位修得証明書」「研修講座の修了証書」等を	 

添付してください。	 

ただし、証明書類について、写しを提出する場合は、所属機関又は推薦機関に	 

	 よる「原本証明」が必要です。	 

	 

10．「生涯学習概論」「社会教育特講」の単位修得証明書について	 

本講習は、通年での履修を原則としています。また、「社会教育計画」と「社会教

育演習」は必ず受講して下さい。	 

	 	 	 本大学を含む大学、および他機関において、社会教育法第９条の５に定める社会

教育主事講習の科目である「生涯学習概論」「社会教育特講」の単位を既に修得して

いる方で、当該科目の受講の免除を希望する場合は、「単位修得証明書」（様式５）

を提出してください。	 

ただし、証明書類について、写しを提出する場合は、所属機関又は推薦機関によ

る「原本証明」が必要です。	 

	 

11．受講者の選定及び受講者決定の通知	 

「社会教育主事講習運営委員会」の意見を基に受講者を選定し、その結果を、推薦

のあった都道府県教育委員会及び受講者本人に通知します。	 

	 

12．修了証書	 

省令第８条により、本講習において９単位以上の単位を修得した者に対して、受

講終了後、講習の修了証書を授与します。	 

なお修得単位が９単位に満たない者に対しては、修得した科目の「単位修得証明

書」（様式４）を公布します。	 

	 

13．受講に資する経費	 

受講に要する経費（例：テキスト代、実践記録印刷製本代等）２万円は、受講者

側の負担となります。	 

	 

14．受講に際しての留意点	 

本講習は、原則として欠席を認めていません。やむを得ず欠席する場合は、所定

様式に欠席理由等を記載し、所属長の押印の上、提出してください。	 

なお、欠席が継続することにより、単位修得が認められない場合がありますので

ご注意下さい。	 

夜間開講があるため、遅刻や早退を認める場合があります。やむを得ず遅刻や早

退をする場合は、なるべく事前に事務室にご連絡ください。	 
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15．持参品	 

(1)	 印鑑	 

(2)	 ２万円（受講に要する経費）	 

	 

16．健康管理について	 

年間にわたる長期の講習のため、受講申し込みの際は、受講申込書（様式１）「⑮

健康状況」欄に該当する事項はもれなくご記入ください。また、受講申し込み後に

生じた疾病等についても必ず事務室にご連絡いただくようお願いいたします。	 

	 

17．その他	 

	 (1)	 本実施要項に関する問い合わせは、下記本件担当連絡先までお願いいたします。	 

(2)	 講義室である生活科学部３０６教室は、月曜日は夕方６時 10 分まで学部の授業	 

があります。外でお待ちいただく場合にはご静粛にお願いいたします。講義開始	 

までの待ち合わせ場所につきましては、開講時に説明します。	 

(3)	 お茶の水女子大学は女子大学であり、さらに幼稚園から高等学校まで附属校園が	 

あります。正門と南門での身分証の提示などが求められることがある点、予めご	 

承知おきください。	 

(4)	 本要項に定めるもののほか、講習実施に関することについては、必要に応じて、	 

主任講師が定めます。	 

	 (5)	 講習期間中は、昼休みや講義終了後に、講座を運営する上で必要な情報をお知ら	 

せすることがありますので、予めご承知おきください。	 

	 (6)	 構内では自動販売機が置かれている場所が限られています。飲料水などは各自お

求め下さい。	 

(7)	 お茶の水女子大学の構内は全面禁煙です。喫煙は所定の場所で行ってください。	 

	 (8)	 講習期間中の万が一の事故やけがに備えて、傷害保険等に加入するなどして、各	 

自の責任で万全を期してご参加ください。	 

	 

社会教育主事講習担当部署：	 

お茶の水女子大学	 社会教育主事講習・地域連携プロジェクト室	 

〒112-8610	 東京都文京区大塚２‐１‐１	 

お茶の水女子大学	 人間文化創成科学研究科・全学共用研究棟５Ｆ	 

事務担当：西村	 

お問い合わせは原則メールでの対応になりますので、ご了承ください。	 

	 

Ｅ‐Mail：ｓｈａｋｙｏ‐ｓｈｕｊｉｋｏｕｓｈｕ＠ｃｃ．ｏｃｈａ．ａｃ．ｊｐ	 

ＴＥＬ：０３‐５９７８‐２０３４（直通）	 

ＦＡＸ：０３‐５９７８‐２０３４	 



6 
 

平成 23 年度お茶の水女子大学社会教育主事講習 日程表 

 

 

	 初日の流れについて	 

	 	 	 9；00～	 9；30	 	 	 受付	 

	 	 	 9：30～10；00	 	 	 開講式・オリエンテーション	 

	 	 10：00～16：50	 	 	 講義	 

	 	 17：00～17：45	 	 	 オリエンテーション	 

	 	 18：00～19：30	 	 	 	 	 懇親会	 

 

【科目名】生涯学習概論（２単位）前期 

	 

５月 29 日（日）	 

	 オリエンテーション	 	 	 	 	 	 	 ９：30‐10：00	 

〈生涯学習の意義と生涯学習論〉	 	 	 	 	 お茶の水女子大学	 教授	 三輪	 建二	 

生涯学習の意義	 	 	 	 	 	 	 10：00～11：15	 

	 生涯学習論の系譜	 	 	 	 	 	 11：25～12：40	 

	 〈社会教育の意義と特性〉	 	 	 	 	 	 お茶の水女子大学	 教授	 三輪	 建二	 

	 社会教育の歴史	 	 	 	 	 	 	 13：40‐15：10	 

知識基盤社会における生涯学習・社会教育	 	 	 	 15：20～16：50	 

	 ６月 13 日（月）	 	 

〈成人学習者の理解と学習論〉	 	 	 	 	 お茶の水女子大学	 教授	 三輪	 建二	 

学習者の理解	 	 	 	 	 	 18：30‐20：00	 

	 成人の学習論	 	 	 	 	 	 20：10‐21：40	 

７月 11 日（月）	 

	 〈社会教育指導者論〉	 	 	 	 	 	 お茶の水女子大学	 教授	 三輪	 建二	 

	 社会教育指導者とは	 	 	 	 	 	 	 18：30‐20：00	 

	 社会教育主事・指導員・公民館主事等	 	 	 20：10‐21：40	 

８月６日（土）	 

	 〈社会教育の内容・方法・形態・事業〉	 	 	 	 	 	 	 東京学芸大学	 講師	 倉持伸江	 

	 社会教育の内容	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９：30‐11：00	 

	 社会教育の方法	 	 	 	 	 	 11：10‐12：40	 

	 社会教育の形態	 	 	 	 	 	 	 13：40‐15：10	 

	 社会教育の事業	 	 	 	 	 	 15：20‐16：50	 

８月７日（日）	 

	 〈学習成果の活用と学習社会の構築〉	 	 	 	 	 	 	 	 東京学芸大学	 講師	 倉持伸江	 

	 	 	 社会教育における学習成果の活用	 	 	 	 	 ９：30‐11：00	 

	 学習コミュニティ・学習社会の構築	 	 	 11：10‐12：40	 

	 生涯学習社会における社会教育の役割	 	 	 	 13：40‐15：10	 

	 社会教育の今日的意義とまちづくり	 	 	 15：20‐16：50	 
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８月 29 日（月）	 

〈生涯学習と学校教育行政〉東京都教育庁地域教育支援部	 社会教育主事	 	 梶野	 光信	 

	 生涯学習社会における学校教育	 	 	 	 	 18：30‐20：00	 

	 社会教育行政と学校教育行政の連携	 	 	 20：10‐21：40	 

９月５日（月）	 

〈生涯学習社会と社会教育行政〉国立教育政策研究所教育課程研究センター長 神代浩	 

	 社会教育の現状と課題（講義）	 	 	 	 	 18：30‐20：00	 

	 社会教育の現状と課題（熟議）	 	 	 	 20：10‐21：40	 

	 

	 

【科目名】社会教育計画（２単位）前期 

	 

６月６日（月）	 

	 〈社会教育の推進とまちづくり〉	 	 	 	 	 	 	 	 明治大学	 准教授	 	 平川	 景子	 

	 社会教育とまちづくり	 	 	 	 	 	 18：30‐20：00	 

	 生涯学習の推進とまちづくり	 	 	 	 20：10‐21：40	 

７月４日（月）	 

	 〈地域社会と社会教育計画〉	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 神奈川大学	 教授	 	 入江	 直子	 

	 地域社会と社会教育	 	 	 1	 	 	 18：30‐20：00	 

	 地域総合計画の社会教育計画	 	 	 	 20：10‐21：40	 

７月 24 日（日）	 

	 〈学習のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・学習施設のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ〉	 	 	 	 	 	 お茶の水女子大学	 教授	 三輪	 建二	 

	 学習施設の経営・総論	 	 	 	 	 	 ９：30‐11：00	 

	 学習施設の経営・各論	 	 	 	 	 11：10‐12：40	 

	 〈学習する組織のマネジメント論〉	 	 お茶の水女子大学	 教授	 	 三輪	 建二	 

	 学習のマネジメント論	 	 	 	 	 	 13：40‐15：10	 

	 学習する組織とは	 	 	 	 	 15：20‐16：50	 

８月 20 日（土）	 

	 〈学習情報の提供〉	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 玉川大学	 准教授	 	 中村	 香	 

	 学習情報の提供・総論	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９：30‐11：00	 

	 学習情報の提供の実際	 	 	 	 	 11：10‐12：40	 

	 〈学習相談〉	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 玉川大学	 准教授	 	 中村	 香	 

	 学習相談の意義	 	 	 	 	 	 	 13：40‐15：10	 

	 学習相談の実際	 	 	 	 	 	 15：20‐16：50	 

８月 21 日（日）	 

	 〈社会教育事業計画と調査〉	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 玉川大学	 准教授	 	 中村	 香	 

	 事業計画の意義と内容	 	 	 	 	 	 ９：30‐11：00	 

	 調査の企画とデータの分析・活用	 	 	 	 11：10‐12：40	 
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	 〈社会教育事業・プログラムの編成〉	 	 	 	 	 	 玉川大学	 准教授	 	 中村	 香	 

事業計画・プログラム編成の視点	 	 	 	 	 13：40‐15：10	 

	 事業計画・プログラム編成の手順	 	 	 	 15：20‐16：50	 

９月 11 日（日）	 

	 〈社会教育事業の省察・評価〉	 	 	 	 	 	 	 	 神奈川大学	 教授	 	 入江	 直子	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 明治大学	 准教授	 	 平川	 景子	 

社会教育事業の省察（入江）	 	 	 	 	 	 ９：30‐11：00	 

	 社会教育事業の評価論（平川）	 	 	 	 11：10‐12：40	 

	 〈社会教育事業評価の実際〉	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 早稲田大学	 教授	 	 村田	 晶子	 

お茶の水女子大学	 教授	 	 三輪	 建二	 

	 事業評価の実際（村田）	 	 	 	 	 	 13：40‐15：10	 

	 社会教育計画論のまとめ（三輪）	 	 	 	 15：20‐16：50	 

	 

	 

【科目名】社会教育特講（３単位）後期 

	 

９月 25 日（日）	 

	 	 〈子ども・青少年の学校教育・社会教育〉お茶の水女子大学	 准教授	 冨士原	 紀絵	 

	 新しい学力観と学校教育	 	 	 	 	 	 ９：30‐11：00	 

	 青少年の体験活動と社会教育	 	 	 	 11：10‐12：40	 

	 〈社会参加と社会教育施設間の連携〉	 	 お茶の水女子大学	 非常勤講師	 秦野	 玲子	 

	 生涯学習と市民参加	 	 	 	 	 	 13：40‐15：10	 

社会教育施設と他機関の連携	 	 	 	 15：20‐16：50	 

10 月３日（月）	 

	 〈多言語・多文化社会〉	 	 	 	 	 	 早稲田大学	 教授	 山西	 優二	 

	 	 	 多言語・多文化社会にみる教育課題	 	 	 	 18：30‐20：00	 

多言語・多文化社会にみる教育実践	 	 	 20：10‐21：40	 

10 月 24 日（月）	 

	 〈子ども・子育て支援と社会教育〉	 	 	 	 	 	 	 	 早稲田大学	 助教	 安部	 芳絵	 

	 子ども・子育て支援の理論と省察	 	 	 	 	 18：30‐20：00	 

	 子ども・子育て支援実践ワークショップ	 	 	 20：10‐21：40	 

11 月６日（日）	 

	 	 〈地域共生日本語教育〉	 	 	 	 お茶の水女子大学	 教授	 岡崎	 眸	 

	 	 地域共生日本語教育の理論	 	 	 	 	 ９：30‐11：00	 

共生日本語教育の実践	 	 	 	 	 11：10‐12：40	 

〈学校・家庭・地域の連携の新しい動向〉	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 和歌山大学	 教授	 出口	 寿久	 

	 学校・家庭・地域の連携の理論	 	 	 	 13：40‐15：10	 

学校・家庭・地域の連携の事例	 	 	 	 15：20‐12：40	 
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11 月 21 日（月）	 

	 〈高齢社会と社会教育〉	 	 	 	 	 	 	 早稲田大学	 教授	 増山	 均	 

	 高齢社会と教育・福祉	 	 	 	 	 	 18：30‐20：00	 

	 高齢者と世代間交流	 	 	 	 	 20：10‐21：40	 

	 12 月４日（日）	 

＊	 午前・午後ともお茶の水女子大学の公開講座として開講予定です。	 

	 	 〈男女共同参画社会の形成と社会教育〉文部科学省生涯学習政策局長	 	 板東	 久美子	 

	 女性の生涯学習政策	 	 	 	 	 	 ９：30‐11：00	 

	 女性のライフプランニングと学習	 	 	 	 11：10‐12：40	 

	 	 〈大学と社会教育〉	 	 	 	 	 	 	 	 和歌山大学	 学長	 山本	 健慈	 

社会教育の観点からの大学運営	 	 	 	 	 13：40‐15：10	 

大学の生涯学習事業	 	 	 	 	 15：20‐16：50	 

	 12 月 19 日（月）	 

〈博物館と社会教育〉	 	 	 	 	 	 	 	 交渉中	 

博物館論	 	 	 	 	 	 	 18：30‐20：00	 

	 文化財保護	 	 	 	 	 	 20：10‐21：40	 

	 １月 16 日（月）	 

	 	 〈ＮＰＯ・ボランティア〉	 	 	 	 	 日本女子大学	 教授	 田中	 雅文	 

	 ＮＰＯ・ボランティアとは何か	 	 	 	 	 18：30‐20：00	 

	 ＮＰＯ・ボランティアと生涯学習との関係	 	 	 20：10‐21：40	 

１月 22 日（日）	 

	 〈コミュニティの創造と社会教育〉	 	 	 	 	 	 宇都宮大学	 教授	 廣瀬	 隆人	 

	 コミュニティの創造と社会教育の役割	 	 	 ９：30‐11：00	 

コミュニティの創造と社会教育実践	 	 	 11：10‐12：40	 

	 	 〈新しい公共と社会教育〉	 国立教育政策研究所生涯学習研究部統括研究官	 笹井宏益	 

	 新しい公共論と社会教育の位置	 	 	 	 	 13：40‐15：10	 

	 地域ガバナンスにおける社会教育の可能	 	 	 15：20‐16：50	 

	 ２月５日（日）	 

	 	 〈女性の就業力と生涯学習〉	 	 お茶の水女子大学	 学長特命補佐	 	 坪田	 秀子	 

	 女性の就業力育成―コミュニケーション力を磨く	 	 ９：30‐11：00	 

企業でのワークライフマネージメント	 	 	 11：10‐12：40	 

	 	 〈社会教育の諸課題〉	 	 	 	 	 	 お茶の水女子大学	 教授	 三輪	 建二	 

	 社会教育の諸課題をとらえる視点	 	 	 	 	 13：40‐15:10	 

社会教育特講のまとめ	 	 	 	 	 15：20‐16:50	 
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【科目名】社会教育演習（２単位）後期  原則として、社会教育計画に即した内容	 

	 

	 10 月 17 日（月）	 

	 	 〈社会教育実践の理論・事例〉	 	 お茶の水女子大学	 教授	 三輪	 建二	 

	 社会教育実践論	 	 	 	 	 	 18：30‐20：00	 

	 社会教育実践の事例	 	 	 	 	 20：10‐21：40	 

10 月 29 日（土）	 

	 〈社会教育実践分析の視点と事例〉	 	 	 	 	 神奈川大学	 教授	 入江	 直子	 

	 社会教育実践分析の視点１	 	 	 	 ９：30‐11：00	 

	 社会教育実践分析の視点２	 	 	 	 11：10‐12：40	 

	 〈社会教育実践分析の事例〉	 	 	 	 	 	 	 	 福井大学	 教職大学院	 教授	 	 柳沢	 昌一	 

	 社会教育実践分析の事例１	 	 	 	 13：40‐15：10	 

	 社会教育実践分析の事例２	 	 	 	 15：20‐16：50	 

11 月 14 日（月）	 

〈社会教育実践分析の方法〉	 	 	 お茶の水女子大学	 教授	 三輪	 建二	 

	 社会教育実践分析の方法１	 	 	 	 18：30‐20：00	 

	 社会教育実践分析の方法２	 	 	 	 20：10‐21：40	 

	 12 月 25 日（日）	 

	 	 〈社会教育実践・事業の立案〉	 	 	 	 	 明治大学	 准教授	 平川	 景子	 

	 社会教育実践・事業の立案１	 	 	 	 ９：30‐11：00	 

	 社会教育実践・事業の立案２	 	 	 	 11：10‐12：40	 

	 	 〈社会教育実践・事業の立案〉	 	 	 	 	 明治大学	 准教授	 平川	 景子	 

	 社会教育実践・事業の立案３	 	 	 	 13：40‐15：10	 

	 社会教育実践・事業の立案４	 	 	 	 15：20‐16：50	 

12 月 26 日（月）	 

	 〈社会教育実践・事業の展開〉	 	 	 	 	 明治大学	 准教授	 平川	 景子	 

	 社会教育実践・事業の展開１	 	 	 	 ９：30‐11：00	 

	 社会教育実践・事業の展開２	 	 	 	 11：10‐12：40	 

	 〈社会教育実践・事業の展開〉	 	 	 	 	 明治大学	 准教授	 平川	 景子	 

	 社会教育実践・事業の展開３	 	 	 	 13：40‐15：10	 

	 	 	 社会教育実践・事業の展開４	 	 	 	 15：20‐16：50	 

１月７日（土）	 

	 〈社会教育実践・事業の省察〉	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 早稲田大学	 教授	 村田	 晶子	 

	 社会教育実践・事業の省察１	 	 	 	 ９：30‐11：00	 

	 社会教育実践・事業の省察２	 	 	 	 11：10‐12：40	 

	 	 〈社会教育実践・事業の省察〉	 	 	 	 	 早稲田大学	 教授	 村田	 晶子	 

	 社会教育実践・事業の省察３	 	 	 	 13：40‐15：10	 

	 社会教育実践・事業の省察４	 	 	 	 15：20‐16：50	 
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１月８日（日）	 

	 〈社会教育実践・事業の省察〉	 	 	 	 	 早稲田大学	 教授	 村田	 晶子	 

	 社会教育実践・事業の省察５	 	 	 	 ９：30‐11：00	 

	 社会教育実践・事業の省察６	 	 	 	 11：10‐12：40	 

	 〈社会教育実践・事業の省察〉	 	 	 	 	 早稲田大学	 教授	 村田	 晶子	 

	 社会教育実践・事業の省察７	 	 	 	 13：40‐15：10	 

	 社会教育実践・事業の省察８	 	 	 	 15：20‐16：50	 

	 １月 30 日（月）	 

	 	 〈社会教育実践・事業の評価〉	 	 	 	 	 神奈川大学	 教授	 入江	 直子	 

	 社会教育実践・事業の評価１	 	 	 	 	 18：30‐20：00	 

	 社会教育実践・事業の評価２	 	 	 	 20：10‐21：40	 

	 ２月 12 日（日）	 

	 	 〈社会教育実践・事業の成果の活用〉	 	 	 	 	 明治大学	 准教授	 平川	 景子	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 神奈川大学	 教授	 入江	 直子	 

	 社会教育実践・事業の成果の活用１（平川）	 	 ９：30‐11：00	 

	 	 社会教育実践・事業の成果の活用２（入江）	 	 11：10‐12：40	 

	 	 〈社会教育実践・事業の成果の活用〉	 	 	 	 	 早稲田大学	 教授	 村田	 晶子	 

	 	 	 	 	 	 お茶の水女子大学	 教授	 三輪	 建二	 

	 社会教育実践・事業の成果の活用３（村田）	 	 13：40‐15：10	 

	 社会教育実践・事業の成果の活用４（三輪）	 	 15：20‐16：50	 

	 

・社会教育演習：現地研修（11 月中～１月中）	 １か所３時間	 

受講者の勤務施設の訪問	 

候補地：板橋区成増小学校学校支援地域本部	 

中野区生涯学習大学	 

江戸川区すくすくスクール	 

おだわら生涯学習大学	 

	 

	 

○ 各講義の中で、ファシリテーターが支援するグループ・ディスカッションを行う。	 


